
告 示

○知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定…………………………（治山課） ７
○知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更…………………………………（治山課） ７

公 告

○北海道市町村職員共済組合及び北海道都市職員共済組合の平成２５年度決算の要旨
……………………………………………………………………………………（市町村課） ８

告 示

北海道告示第４９０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２６年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林 松前郡松前町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
松前町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林 松前郡松前町（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

寿都郡黒松内町・松前郡松前町（以上２町について
次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
松前町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４９１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２６年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 寿都郡寿都町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
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ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志総合振
興局産業振興部林務課及び寿都町役場に備え置いて縦覧に供する。）

公 告

地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第２２条第３項及び地方公務員共済組合
法施行規程（昭和３７年総理府・文部省・自治省令第１号）第６７条の２の規定により、北海道
市町村職員共済組合及び北海道都市職員共済組合から、平成２５年度の決算について登載依頼

があった。
平成２６年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北 海 道 市 町 村 職 員 共 済 組 合 公 告

北海道市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成２５年度決算の要旨を公告する。
平成２６年６月１２日

北海道市町村職員共済組合理事長 上 野 正 三
１ 組合に属する地方公共団体等

市 町 村 一部事務組合等 合 計

２２ １２９ １５ １０３ ２６９

２ 組合員数及び給料月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一般組合員（一般職） 一般組合員（特別職） 市町村長組合員 特定消防組合員 市町村長長期組合員 継続長期組合員 任意継続組合員 合 計

組 合 員 数（人） ３２，１９５ ９６０ １６１ ４，９７８ ５ ２ １，０５３ ３９，３５４

給 料 月 額（百万円）：長期 １０，１２１ ３７５ ９８ １，４２６ ３ １ － １２，０２４

〃 ：短期 １０，２８４ ３７７ １１１ １，４２６ ３ － ２９６ １２，４９７

一人当たり給料月額（円）：長期 ３１４，３８５ ３９０，５３１ ６１０，５９１ ２８６，４４４ ６２０，０００ ３２２，３８２ － ３１３，９４７

〃 ：短期 ３１９，４１４ ３９２，９４１ ６９１，９３９ ２８６，４４４ ６９５，４４０ － ２８０，８９４ ３１７，５７８

３ 組合職員の数は、次のとおりである。 （単位：人）

経 理 単 位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資 計

人 員 ３１ ６ １４ ７ ３ ４ ６５

４ 各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
� 損益計算書の要旨 （単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資

（収 入）

負 担 金 １２，２１３，１３０ ３３，１８９，２０５ ３８９，６３４ ４１１，０１６

掛 金 １２，６３８，９８８ １８，７５３，３３９ ３９８，６６３

施設収入・商品売上 ５５３，８４７ ３１５，６８７

利 息 及 び 配 当 金 ２，９０８ ４６３，７３７ １６，２６０ １６，０４２ ３２，６３９ １，３２６，７２１ １４ ３０

そ の 他 収 入 ８５０，２６２ １３７，６７６ １８，７１９ ２，６７０，５４７ ５５，８７６ ４８４，７９４ ４３，３６５
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前 年 度 支 払 準 備 金 １，８８４，７４１

前 期 損 益 修 正 益 １０

計 ２７，５９０，０２９ ５１，９４２，５４４ ４６３，７３７ ５４３，５７０ ８４４，４５０ ３，２５７，０３３ １，３８２，５９７ ４８４，８０８ ３５９，０８２

（支 出）

給 付 金 １１，６０９，０７５

役 職 員 給 与 １９３，８６５ ４５，５６０ ２２３，９９８ ５２，１１６ １８，５３５ ２９，０４４

旅 費 ・ 事 務 費 ３２，７７６ ６，５２３ ５，１２１ １６，３７８ ２，５９１ ２，７０７

商 品 仕 入 ４，３９０ ３１５，６８７

飲 食 材 料 費 ８５，８３１

委 託 費 ２５，１１３ ２５，０５７ １０５，３８４ ４００ ３，６６１ １，４８７

支 払 利 息 ４６３，７３７ ９８２，７４７ ４０７，４７７

連 合 会 払 込 金 ３０８，０６４ ２２，９５６

老 人 保 健 拠 出 金 １４０

退 職 者 給 付 拠 出 金 １，０６６，３７７

そ の 他 支 出 １２，２５６，４４５ ５１，９４２，５４４ ２５０，３６１ ５９０，９５１ １，０２８，０６９ ２６，４９６ １３，６４３ ６，８６１

次 年 度 支 払 準 備 金 １，８４８，６３８

前 期 損 益 修 正 損 ４５７ １４，６１９ １６

固 定 資 産 除 去 損 ７６８，９５４

計 ２７，０８９，１９６ ５１，９４２，５４４ ４６３，７３７ ５０２，１１５ ６８２，７１０ ２，２２１，７６３ １，０７８，１３７ ４６８，８６３ ３５５，７８６

差引当期利益（損失）金
５０１，３０７

０ ０ ４１，４５５ １６１，７４０ １，０３５，２７０ ３０４，４６０ １５，９４５ ３，２９６
△ ４７４

※短期の差引当期利益（損失）金欄は上欄は短期分、下欄は介護に係る差引当期利益（損失）金です。

� 貸借対照表の要旨 （単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資

（資 産）

流 動 資 産 ４，４４３，３５４ ２，９９１，１２７ ６５６，９４３ ８１２，５９９ １，０９３，２６６ ７９７，９２４ １，７０９，８６２ ３３１，７１６ ７０１，１５２

固 定 資 産 １９，７４４，０９５ １，２９９ ０ ３，４９９，３３５ ６９，３３９，４８８ １６，７０８，２６２

繰 延 資 産 １６，７４４
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計 ４，４４３，３５４ ２，９９１，１２７ ２０，４０１，０３８ ８１３，８９８ １，０９３，２６６ ４，３１４，００３ ７１，０４９，３５０ １７，０３９，９７８ ７０１，１５２

（負 債）

流 動 負 債 １，１９９，３７２ ２，９９１，１２７ １６，７７１ ６２，３０６ ５７，０３８ ６４，９１５，１３０ ７，４０９ ３８，２７８

固 定 負 債 １，８４８，６３８ ２０，４０１，０３８ ３１５，８４５ ６７，７８３ ２０２，１７４ ９０，６９９ １６，２２９，８４８ ６８，３１６

剰 余 金 又 は 欠 損 金 １，３９５，３４４ ４８１，２８２ ９６３，１７７ ４，０５４，７９１ ６，０４３，５２１ ８０２，７２１ ５９４，５５８

計 ４，４４３，３５４ ２，９９１，１２７ ２０，４０１，０３８ ８１３，８９８ １，０９３，２６６ ４，３１４，００３ ７１，０４９，３５０ １７，０３９，９７８ ７０１，１５２

北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合 公 告
北海道都市職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成２５年度決算の要旨を公告する。
平成２６年６月１７日

北海道都市職員共済組合理事長 西 川 将 人

１ 組合に属する地方公共団体等

市 一部事務組合等 合 計

１２ ８ ２０

２ 組合員数及び給料月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一 般 組 合 員 市 長 組 合 員 特 定 消 防 組 合 員 任 意 継 続 組 合 員 合 計

組 合 員 数（人） １３，８７６ １２ １，８５９ ３６０ １６，１０７

給 料 月 額（百万円）
長 期 ４，２７８ ７ ５３７ ４，８２２

短 期 ４，３１８ ９ ５３７ １０９ ４，９７３

１人当たり給料月額（円）
長 期 ３０８，２５５ ５８５，３３３ ２８８，９６３ ３０６，１８８

短 期 ３１１，１４９ ７３３，５１７ ２８８，９６３ ３０２，９３４ ３０８，７２０

３ 組合職員の数は、次のとおりである。 （単位：人）

経 理 単 位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 計

人 員 ２０ ７ ２０ ８ １ ５６

４ 各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
� 損益計算書の要旨 （単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財 形

（収 入）

負 担 金 ４，８６８，１１３ １４，４１２，８１２ １６３，６６３ ２７５，６０２

掛 金 ５，０１５，２１７ ７，５１２，５２５ ２７０，３３６

施設収入・商品売上 ３８１，０８２
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連 合 会 交 付 金 ４４ ５９，５１１ １，９３５ ７６８

利 息 及 び 配 当 金 ８１４ ２７３，９３５ １２，３７６ ９，８６８ １２，６２２ ６６６，７６６ １，４９４ ２

そ の 他 収 入 ４０３，９９１ ６０９ ４４，３３９ １６７，２２０

他 経 理 か ら 繰 入 金 ３０，２４０ ３２１，９３５

前 年 度 支 払 準 備 金 ７７３，１９３

計 １１，０６１，３７２ ２１，９２５，３３７ ２７３，９３５ ２６６，３９９ ５５７，７４１ ７５９，９７８ ６６６，７６６ １６９，４８２ ２

（支 出）

給 付 金 ４，８０８，３４６

役 職 員 給 与 １４０，７８３ ５５，２１０ １４９，６１３ ８５，７９６ ５，９４５

旅 費 ・ 事 務 費 ２４，５２０ １，２１３ １，０３２ ２，６４６ ７０２

商 品 仕 入 ３，６８８

飲 食 材 料 費 ５９，４５６

委 託 費 ４５ ２，５６２ ８６，５９９ ３，９２０ ６００

支 払 利 息 ２７３，９３５ ３７３，４３５ １５１，９２７

連 合 会 払 込 金 １２２，３０８ ８，０７２

老 人 保 健 拠 出 金 ５７

退 職 者 給 付 拠 出 金 ４３０，０６３

前 期 高 齢 者 納 付 金 ２，４３９，７４５

後 期 高 齢 者 支 援 金 １，７４３，９２１

介 護 納 付 金 ７１１，３１４

負 担 金 払 込 金 １４，４１２，８１２

掛 金 払 込 金 ７，５１２，５２５

事務費負担金払込金 ７２，７０７

他 経 理 へ 繰 入 金 ３０，２４０ １２１，９３５ ２００，０００

そ の 他 の 支 出 ３３６，７０４ ３７，６３５ ４０７，１３０ ５２５，１１６ ４２，６０６ １，５７９

次 年 度 支 払 準 備 金 ７５３，９８８

計 １１，３７６，６８６ ２１，９２５，３３７ ２７３，９３５ ２７５，６９０ ５８８，０５０ ８２５，５０４ ７０８，４０３ １６８，８２５ ０

差 引 当 期 利 益 金 △ ３１５，３１４ ０ ０ △ ９，２９１ △ ３０，３０９ △ ６５，５２６ △ ４１，６３７ ６５７ ２

� 貸借対照表の要旨 （単位：千円）
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区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財 形

（資 産）

流 動 資 産 １，４９４，５０５ １，２０３，７６１ ９４９，５３４ ４７５，２４８ ４３７，８７５ ７２４，５２１ ５，５８６，３５８ ２０３，３９８ ９，８８０

固 定 資 産 １２，５１５，１４４ ３９０ １，９４４，７４０ ３０，０８９，０１１ ５，８１２，８７８

欠 損 金 ６，２７７

計 １，５００，７８２ １，２０３，７６１ １３，４６４，６７８ ４７５，６３８ ４３７，８７５ ２，６６９，２６１ ３５，６７５，３６９ ６，０１６，２７６ ９，８８０

（負 債）

流 動 負 債 ５０２，３４５ １，２０３，７６１ ７，７３７ １８，１３１ ２４，７１３ ３２，０２２，１００ ６８

固 定 負 債 ７５３，９８８ １３，４６４，６７８ １４６，６８１ ８１，０７６ ３９３，３２７ ５３，４７６ ５，９６４，６７４

剰 余 金 ２４４，４４９ ３２１，２２０ ３３８，６６８ ２，２５１，２２１ ３，５９９，７９３ ５１，５３４ ９，８８０

計 １，５００，７８２ １，２０３，７６１ １３，４６４，６７８ ４７５，６３８ ４３７，８７５ ２，６６９，２６１ ３５，６７５，３６９ ６，０１６，２７６ ９，８８０
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